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介護保険移行準備病棟  

ロ 経過的に、「患者の状態に合わせて、医師、看護職員等の配置を薄くする」  
選択肢を設定。  

□・具体的には、平成18年6月30日時点において、療養病棟入院基本料等を  
算定している病棟について、医療区分1の患者を6割以上入院させている場  
合には、平成24年3月31日までの問は、介護老人保健施設等への移行準  
備計画を要件として、医師・看護職員等の配置が緩和された類型を設定する。   
（入院基本料A～Eを算定可能）  

ロ 月平均夜勤時間数72時間以下の要件を満たさなくともよい。  
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届出について（1）  

ロ療養病棟入院基本料2、有床診療所療養病床入院   
基本料2の届出を7月21日までに行った場合、1日   
に遡って算定できる。  

□その際、療養病棟入院基本料2については、月平均   
夜勤時間72時間以下という要件を満たした実績を添   
付する必要がある。  

□なお、平均夜勤時間72時間以下という要件について   
は、次の療養病棟は満たさなくともよい。   

○医療区分2－3の患者を8割以上入院させている病棟   
（看護職員20：1、看護補助者20：1として届出た以降に限る）   

○平成18年6月30日において、特殊疾患療養病棟入院料1t2を算定してい  
た病棟（平成18年9月30日までに限る）   

○介護保険移行準備病棟  
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届出について（3）  

□医療区分2・3の患者が8割以上の場合  
割合の算出に3ケ月を要することから、10月1日以降の適用となる。   

また、届出前の（20：1の）配置実績は必要ない。   

（20：1）を満たせない場合には、入院基本料Eを算定する病棟として  

届けでることとなる。  

口介護保険移行準備病棟の場合  
介護老人保健施設等への移行準備計画を届け出ることが必要。  

また、届出前の、医療区分1の患者の割合に関する実績は不要であ   

り、届出以降3ケ月間において医療区分1の患者の割合が6割以上と   

なると見込まれる場合には届出が可能。  

届出について（4）  

□病院が届出る入院基本料の類型  

① 25：1病棟：通常の療養病棟  

② 20：1病棟：医療区分2・3が8割以上の病棟  

③ E病棟：医療区分213が8割以上で人員（20：1）未満の病棟  

④ 介護保険移行準備病棟：医療区分1が6割以上の病棟  

⑤ 特別入院基本料算定病棟：25：1を満たさない病棟   

＊⑤を算定する場合以外は、①～④について病棟毎の届出が可能。  

ただし、同じ種類の病棟は包括的に届出ること。  
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